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評価できる点
〇罰則規定が設けられた（違反者には過料）
〇公共性の高い施設では敷地内禁煙が実現
〇喫煙コーナーのような不十分な対策は
　認められない
〇禁煙場所では加熱式たばこも使用できない
〇新規の飲食店では、例外規定が認められない
〇家庭や屋外において周囲への配慮義務
が求められる

今後の課題としては、すべての施設において
屋内禁煙を求めているWHOのたばこ枠組条約
と比べると、小規模飲食店での例外規定のほか、
事務所や飲食店等における喫煙専用室の設置
の撤廃があげられます。

期待できる効果
法律によって屋内の喫煙が禁止された国々では、心臓病や脳卒中
など喫煙が関連する病気で入院する危険が2～4割減少したこと
が報告されています。

国内でも、兵庫県の受動喫煙防止条例後に、
神戸市で急性心筋梗塞などの入院患者が
約１割減少しました。

家庭での受動喫煙対策～このような対策では不十分～　
受動喫煙を効果的に減らすためには、職場に加えて、家庭での受動喫煙を減らすことが大切です。家庭で受動喫煙を
減らすためには、家の中や自動車内でたばこを吸わないことが望まれます。最も効果的な対策は禁煙です。
たばこを吸う家族に、みんなの健康のために禁煙してもらうように働きかけましょう。

受動喫煙による健康被害を防ぐため、健康増進法が改正され、多数の者が使用する
場所での受動喫煙を罰則付きで防止することになりました。
2019年7月から段階的に施行され、2020年4月に全面施行されました。

法律が改正されました

20歳未満は、喫煙場所、喫煙専用室への立ち入り禁止
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規制内容は大きく2つに分かれます。学校・保育所や病院、
行政機関は敷地内禁煙。事務所やホテル、鉄道などは原則屋内
禁煙（喫煙専用室の設置は可）です。ただし、既存の小規模
飲食店については、喫煙を認める例外が認められました。

（Tan CE, et al: Circulation. 2012） (Sato Y, et al: Circ J. 2016)

換気扇の下で吸う 空気清浄機のそばで吸う 車の窓を開けて吸う 禁煙する
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